
防衛大学校人権侵害裁判

公 正 な審 理 と公 正 な判 決 を求 め る要 請 書

福岡高等裁判所 御中

2019年 10月 3日 、福 岡地方裁判所 (足 立正佳裁判長)は 、「本件発生当時の

具体的状況等に照 らす と、本件各行為が発生す る具体的な危険性があった とは認 め ら

れず、教官 らにおいて、本件各行為の端緒を認識 し、その発生を予見するなどして、

本件各行為 を回避す ることは困難であつたか ら、教官 らの対応が安全配慮義務 に違反

するまでいうことはできない。」と、原告の請求を葉却 しました。

私たちは、地裁で審理 された、大学当局の資料や加害学生お よび教官 らの証言な ど

から、本件発生の「予見」も「回避」も十分にできたと確信 します。

(1)判 決 も、学生 FHl指 導での粗相ポイン ト制 と罰 ゲームは 「伝統的な もの として用い

られ」ていたこと、そ して 「殴 る、蹴 るな どの暴力が」起 こっていた、 と認定 し、加

害学生や教官 も「学生間指導を体験 した」 と証言 しま した。 これ らか ら大学内の 「暴

力やい じめ」は原告が入学す る以前か ら「伝統的」につづいてお り、「指導の名 を借

りて暴力や理不尽な対応等の行 き過 ぎた指導をす る者が現れ ることも、容易に想定で

きる。」 (判決 p73)こ とで、具合的危険性はあつた、と考えるのが慮然です。

(2)原 告の母親 は、原告への 「暴力やい じめ」の事実 と防止について繰 り返 し教官に

電話 しています。 また、学生アンケー ト (28年 8月 )では、粗相ポイン ト制 。罰ゲ
ームを殆 どの学生が見た り、聞いた りしています。そんななか、「適宜、情報を共有
し、連帯す る体制 をとつていた」、教官 らが、本件端緒の認識 も、発生 と回避 の予見

もできなかったことは不自然です。

い じめ、暴力、パ ワハ ラ、セクハ ラなどは人間の尊厳を蹂躍す る重大な犯罪 として

社 会 をあげて根 絶 に取 り組 んでい ます。 防衛 大学校 で も根 絶 され るべ きです。

貴裁 判所 に、公 正 な審理 と国民 の理解 が得 られ る公 正 な判 決 を要請 します。
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